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（証券コード8359） 
平成25年６月５日 

 
株 主 各 位 
 

長野市大字中御所字岡田178番地８ 
 

株式会社 八 十 二 銀 行 
 

取締役頭取 山 浦 愛 幸 

 

第130期定時株主総会招集ご通知 
 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
 さて、当行第130期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようお願い申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただ
き、平成25年６月20日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいます
ようお願い申しあげます。 
[郵送による議決権行使] 
 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限
までに到着するようご返送ください。 
[電磁的方法（インターネット等）による議決権行使] 
 当行指定の議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていた
だき、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワ
ード」をご利用のうえ、画面の案内に従って上記の行使期限までに議案に対する
賛否をご入力ください。詳細は、41頁から42頁の「インターネット等による議
決権行使のお手続きについて」をご参照ください。 
 敬 具 
 

記 
 
1. 日 時 平成25年６月21日（金曜日）午前10時
2. 
 
場 所 
 

長野市大字中御所字岡田178番地８
当行本店３階 大会議室
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3. 目的事項 
 報告事項 （1）第130期 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告の内容および計算
   書類の内容報告の件
  （2）第130期 （平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）連結計算書類の内容ならび
   に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告

の件 
 決議事項  第１号議案 剰余金の処分の件
    第２号議案 定款一部変更の件
    第３号議案 取締役７名選任の件
4. 議決権の行使についてのご案内
（1）重複行使の取扱い 

 
議決権行使書とインターネット等により重複して議決権行使された場合は、
インターネット等による議決権行使を有効なものとさせていただきます。ま
た、インターネット等で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行
使を有効なものとさせていただきます。

（2）代理人による議決権行使

 
株主総会にご出席いただけない場合、当行の議決権を有する他の株主１名を
代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理人ご
本人の議決権行使書および代理権を証明する書面のご提出が必要となります
のでご了承ください。 

以 上 
 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰  
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申しあげます。 
◎ 次の事項につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、インターネッ

ト上の当行ホームページ（http://www.82bank.co.jp/company/）に掲載して
おりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。 
①計算書類の個別注記表 
②連結計算書類の連結注記表 
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに
際して監査した計算書類および連結計算書類には、本招集ご通知添付書類記載のも
ののほか、この「個別注記表」および「連結注記表」も含まれております。 

◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項を修
正する必要が生じた場合は、修正後の内容をインターネット上の当行ホームページ 
(http://www.82bank.co.jp/company/) に掲載させていただきますのでご了承
ください。 

◎ 当日は軽装（クールビズ）にて実施させていただきますので、株主さまにおかれま
しても軽装でご出席くださいますようお願い申しあげます。 
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添 付 書 類 
第130期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事 業 報 告

 
 
1. 当行の現況に関する事項 
 
（1）事業の経過及び成果等 
  〔当行の主要な事業内容〕 

当行は、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国
為替業務、外国為替業務、信託業務、金融商品仲介業務等を行い、地域の皆様に幅
広い金融商品・サービスを提供しております。 

 
  〔金融経済環境〕 

24年度のわが国経済は、東日本大震災の復興需要などが牽引し回復基調を辿ると
見られましたが、アジア・米国向けの輸出が伸び悩み、秋以降は中国の反日デモの影
響も加わり輸出が減少しました。この結果、公共投資・個人消費の伸びにもかかわら
ず、実質ＧＤＰは前半でマイナス推移となりました。年明け以降は、米国景気の好転
や新政権後の円安への転換により輸出が持ち直し、景気の回復期待が高まりました。 
当行の主要な営業基盤である長野県経済においても、輸出や生産の減少により景気

の減速感が強まりましたが、年明け以降は景況感の大幅な改善には至らなかったもの
の、先行きに対する不安は和らぎました。需要面においては、設備投資は製造業を中
心に低水準ながら緩やかな持ち直しの動きが見られ、住宅投資も全体では持家の新設
着工戸数が前年を上回って推移しました。公共投資では市町村発注の大型工事などが
あり、工事請負額は前年並で推移しました。個人消費では自動車販売台数が前年を上
回りました。 
金融面においては、欧州債務問題への警戒感再燃や新興国経済の成長鈍化懸念等に

より投資家のリスク回避姿勢が強まり、安全資産へ資金が流入しました。10年物国
債利回りは、期初の1.0％程度から一時は９年ぶりの低水準である0.5％台前半まで
低下し、その後も低位で推移しました。 
株式相場は、日経平均株価が期初１万円台でスタートした後、年央に８千円台前半

まで下落する場面もありましたが、米国株式市場の堅調な推移や各国中央銀行による
金融緩和策の実施、新政権への期待感等から上昇に転じ、期末には１万２千円台まで
回復するに至りました。 
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  〔事業の経過及び成果〕 
こうした金融経済環境のもと、当行は24年度から26年度までの３ヵ年を計画期間
とする第29次長期経営計画「お客さまの発展、私たちの変革、インフラの進化 ～
３つの挑戦～」に基づき、株主各位をはじめとして地域社会の皆様のご期待にお応
えするため、以下のとおり積極的な営業と経営体質の強化に意を注いでまいりまし
た。 

 
  ○個人向け商品・サービス等 

個人ローンにつきましては、環境配慮型住宅の新築や太陽光発電システム設置な
どのリフォーム、エコカー減税の対象となる低公害車の購入などに際し、特別金利
の各種商品をご用意いたしました。お客さまの利便性向上のため「個人向けインタ
ーネットバンキング」の機能を拡充し、インターネットによる一部繰上返済や固定
金利特約期間終了時の金利変更お手続き、借入内容のご照会等を可能といたしまし
た。 
投資信託、保険商品販売につきましては、お客さまの多様な運用ニーズや保障ニ
ーズにお応えするため、新たに投資信託５商品、生命保険９商品（一時払保険４商
品、平準払保険５商品）の販売を開始したほか、インターネットによりお申込みい
ただける自動車保険の取扱いを開始いたしました。さらに、月々の積立により投資
信託をご購入いただく「投信積立サービス」をより身近な金額からご利用いただけ
るよう、一部対象ファンドのお申込単位を変更いたしました。金融商品仲介業務で
は、八十二証券の商品を長野県内全店および県外一部店舗で取扱いを可能とし、商
品も拡充いたしました。 
また、お客さま向けの情報提供を充実させるため、長野県内各地区において資産
運用セミナーを定期的に開催したほか、投資信託ご契約のお客さま向けに運用報告
書等をインターネットで配信するサービスを開始いたしました。 
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○法人向け商品・サービス等 
事業資金につきましては、｢財務戦略資金」｢資金繰円滑化対策資金」｢クイック
10｣ など当行独自商品を設定し、お客さまの設備投資や資金繰りをサポートしてま
いりました。また、お客さまの事業展開に関して、販路・調達先拡大、Ｍ＆Ａ、事
業承継等のソリューション提供に加え、再生エネルギー関連事業支援等、新たな取
組みを開始いたしました。 
25年２月に取扱いを開始した「でんさい」は、新たな資金決済手段としてお客さ
まの関心も高く、セミナーの開催や個別相談等によりご相談ニーズにお応えしてま
いりました。 
お客さまのアジアにおける事業展開のため、シンガポール、中国上海、香港で商
談会を開催いたしました。また、提携銀行である中国銀行（Bank of China）と人民
元セミナーを、ＣＩＭＢニアガ銀行とはインドネシアで初のビジネス交流会を開催
するなど、提携銀行との連携強化により、お客さまの事業展開をサポートしてまい
りました。 

 
  ○中小企業等に対する金融円滑化への取組み 

｢健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」ことを経営理念とする当
行は、個人のお客さまはもとより中堅・中小企業のお客さまに対し、資金繰りへの
対応をはじめ経営改善計画から経営戦略等、様々な経営課題について支援していく
ことが重大な使命と考えております。 
20年11月に「中小企業融資方針」を定め、21年12月には「中小企業者等に対す
る金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律｣、いわゆる「金融円滑化法」の
施行を受け、｢八十二銀行の金融円滑化への取組方針」を公表し、体制を整備すると
ともに取組みを徹底してまいりました。 
金融円滑化法施行後25年３月末までに中小企業のお客さま約41,600件、住宅資金
ご利用のお客さま約2,200件の条件変更のお申込みに対応してまいりました。 
金融円滑化法期限到来後も当行の融資姿勢等は何ら変わることはなく、引続き条
件変更や円滑な資金供給等に真摯に対応していくとともに、お客さまの経営改善や
事業再生に向けた支援をなお一層強化してまいります。 
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  ○店舗、システム等 
25年２月に、東京都国立市の「国立出張所」を三鷹市に移転して「三鷹支店」と
して開設し、県外においても営業態勢を強化してまいりました。店舗設備につきま
しては、高齢のお客さまやお身体の不自由なお客さまに配慮し、音声案内電話付Ａ
ＴＭや視覚障がい者向け歩行誘導ソフトマットの設置を進めました。また、５月か
らはキャッシュカードに点字で銀行名が判るように数字の「82」の刻印ができるよ
うにするなど、バリアフリー化を進めてまいりました。 
システム面では、お客さまに安心してご利用いただくために、さらなるセキュリ
ティ対策を実施するなどシステムリスク管理態勢を強化しております。また、預金
業務等に関するお客さまの待ち時間短縮やお取引の利便性向上、ミスのない事務処
理などを実現するために、営業店の事務処理態勢や事務手続きの改革も実施してま
いりました。 
また、システム共同化に合意した地方銀行で組成する「じゅうだん会」(八十二・
山形・筑波・武蔵野・阿波・宮崎・琉球）において、当行が取組んできた店頭の事
務処理態勢や事務処理方法を改革する「事務改革プラン」の展開を順次進めるなど、
共同化効果の拡大にも継続的に取組みました。 

 
  ○環境保全活動 

当行は環境保全活動をＣＳＲの根幹と位置づけ積極的かつ継続的に取組んでおり
ます。24年度は長野県内５ヶ所で、職員による森林整備活動「八十二の森」活動を
実施し、延べ1,028名の役職員が参加いたしました。こうした取組みが評価され、
10月に「平成24年度循環型社会形成推進功労者知事表彰」を、25年１月に「『平成
24年度長野県ふるさとの森林づくり賞』長野県知事賞」を受賞。２月には長野県産
材の利用が評価され、｢長野県産材ＣＯ２固定量認証証書」を授与されました。 

 
次に当期の業績は以下のようになりました。 

  ○預金・貸出金等 
預金は、個人預金および法人預金等が増加したことから、期中1,533億円増加して、
期末残高は５兆8,233億円となりました。 
なお、個人向けの国債等公共債の保護預り残高は期中607億円減少して期末残高は
2,918億円に、投資信託は期中90億円増加して期末残高は1,753億円となりました｡ 
貸出金は、長野県内の事業性資金が減少したものの、県外の事業性資金および個
人向けの資金等が増加したことから、期中1,357億円増加して期末残高は４兆3,699
億円となりました。このうち、中小企業向け貸出の期末残高は１兆4,562億円、個人
向け貸出の期末残高は9,469億円となっております。 
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  ○有価証券 
   有価証券につきましては、安定的な収益確保を目的とした国債等の増加および株

式相場の上昇による株式の増加などにより、期末残高は期中2,754億円増加して２兆
2,656億円となりました。 

 
  ○損益の状況 
   経常収益は、金利低下等による貸出金利息の減少により、資金運用収益が減少し

たものの、国債等債券売却益等の「その他業務収益」および金銭の信託運用益等の 
｢その他経常収益」が増加したことから、前期比14億４千７百万円増加して1,214億
４千４百万円となりました。 

   また、経常費用は、国債等債券売却損等の「その他業務費用」が増加したほか、
役務取引等費用が増加したものの、貸倒引当金繰入額等の「その他経常費用」およ
び営業経費が減少したことから、前期比36億４百万円減少して、879億６千８百万
円となりました。 

   この結果、経常利益は前期比50億５千１百万円増加して334億７千６百万円とな
りました。 

   特別利益は前期比54百万円増加して１億３百万円となり、特別損失は前期比３億
２千２百万円増加して６億８千１百万円となりました。 

   以上により、当期純利益は前期比38億１百万円増加して205億４千６百万円とな
りました。 

   なお、連結業績につきましては、経常利益が前期比45億９千４百万円増加して
398億３千２百万円となり、当期純利益が前期比47億９千１百万円増加して221億
５千１百万円となりました。 

 
○その他 

   銀行の健全性を示す総自己資本比率は、単体・連結とも17％以上となり引続き高
い水準を確保しております。なお、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の
遂行及び株主の皆様への利益還元を図るため、期中に自己株式4,815千株を市場買付
により取得しております。 
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  〔対処すべき課題〕 
日本経済はこのところ、株式市場や為替市場が大きく好転し、明るいムードに沸
いていますが、実体経済は必ずしも楽観できる状況には至っていません。一方で、
高齢化の進展や取引先の海外移転も今なお継続しています。こうした経済環境の変
化に対応した営業態勢をしっかりと構築し、お客さま、特に長野県の皆様のご期待
にお応えしていくことが私どもの重大な使命と考えております。 
金融円滑化法の期限が到来しましたが、取引先に対し今までと変わらぬ支援を継
続し、現在の難局を乗り越え再び元気を取り戻せるよう、あらゆる方法を駆使して
ソリューションを提供していかなければならないと考えております。また、成長分
野に対して積極的に取組むとともに、創業支援あるいは海外への事業展開にも持て
る能力を遺憾無く発揮しサポートしてまいります。 
個人のお客さまに対しては、従来からライフステージにあわせた商品を提供して
まいりましたが、｢少額投資非課税制度｣、いわゆる「ＮＩＳＡ｣、あるいは「教育資
金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に早急に対応しつつ、より良質かつ便利
なサービスの開発に全力を投入し、安心できるライフプランのご相談機能を充実さ
せていく所存であります。 
銀行業は情報産業とも言われてきましたが、今やＩＴなくして業務処理も営業も

困難となっております。当行は他行に先んじてコンピューター化、ＩＴ化を進めて
まいりました。今後も内部業務処理にかかるシステム、ＡＴＭ、インターネットバ
ンキングなどの強化を図り、省力化、効率化を進め、高度なサービスの提供、ある
いは営業力の強化に努めていきたいと考えております。 
激動する経済環境の中、改めて人材の重要性を認識し、人材の育成に力を入れて
いく必要性を感じております。建築後50年近くになる研修所を建替えるとともに、
｢自ら考え行動できる人」になることを目標に、自立して積極的に行動していく人材
を育ててまいります。 
この８月１日をもって創立82周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様、地域
の皆様のご支援の賜物と心より感謝申しあげますとともに、引続き皆様のご期待に
お応えすべく努力してまいりますので、今後とも一層のご支援を賜りますようお願
い申しあげます。 
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（2）財産及び損益の状況 
(単位：億円)  

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

預 金 54,457 55,764 56,700 58,233 

 定 期 性 預 金 25,149 24,964 25,309 25,144 

 そ の 他 29,308 30,799 31,390 33,089 

貸 出 金 41,041 41,658 42,341 43,699 

 個 人 向 け 8,448 8,523 8,945 9,469 

 中 小 企 業 向 け 15,334 15,125 14,620 14,562 

 そ の 他 17,258 18,009 18,775 19,666 
特 定 取 引 資 産 
（ト レ ー デ ィ ン グ 資 産） 319 350 264 389 
特 定 取 引 負 債 
（ト レ ー デ ィ ン グ 負 債） 95 82 81 67 

有 価 証 券 15,497 16,692 19,901 22,656 

 国 債 7,476 8,789 11,066 12,928 

 地 方 債 948 829 858 860 

 そ の 他 7,071 7,073 7,977 8,867 

総 資 産 61,042 62,469 65,551 72,048 

内 国 為 替 取 扱 高 425,003 437,906 439,181 464,704 

外 国 為 替 取 扱 高 
百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

30,690 40,995 51,664 32,798 
経 常 利 益 

百万円 百万円 百万円 百万円 
26,450 32,216 28,424 33,476 

当 期 純 利 益 
百万円 百万円 百万円 百万円 

15,571 19,253 16,744 20,546 
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 
29 65 36 98 32 76 40 45 

信 託 財 産 6 5 5 5 

信 託 報 酬 
百万円 百万円 百万円 百万円 
2 3 3 3 

 
（注）１ 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

２ 貸出金のうち個人向け及び中小企業向けには、当座貸越を含め、海外支店貸出及び特別国際金
融取引勘定貸出を除いて記載しております。 
３ １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株数) 
で除して算出しております。 
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 ＜ご参考＞ 連結業績の推移 
(単位：億円)  

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

連 結 経 常 収 益 1,712 1,619 1,637 1,624 
連 結 経 常 利 益 316 387 352 398 
連 結 当 期 純 利 益 169 202 173 221 
連 結 純 資 産 額 4,672 4,650 4,926 5,632 
連 結 総 資 産 61,592 62,938 66,012 72,549 

 （注） 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 
 
（3）使用人の状況 
 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

使 用 人 数 3,242人 3,312人 

平 均 年 齢 40年  5月 39年 11月 

平 均 勤 続 年 数 15年  4月 15年  2月 

平 均 給 与 月 額 398千円 401千円 
  （注）１ 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 

２ 使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。 
３ 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。 
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（4）営業所等の状況 
  イ．営業所数の推移 
 

 当 年 度 末 前 年 度 末 

長 野 県 135店
うち出張所
( 11)

 
135店 

うち出張所 
( 11) 

新 潟 県 4 ( ―) 4 ( ―) 

東 京 都 6 ( ―) 6 ( 1) 

埼 玉 県 5 ( ―) 5 ( ―) 

群 馬 県 2 ( 1) 2 ( 1) 

愛 知 県 1 ( ―) 1 ( ―) 

岐 阜 県 1 ( ―) 1 ( ―) 

大 阪 府 1 ( ―) 1 ( ―) 

国 内 計 155 ( 12) 155 ( 13) 

ア ジ ア 1 ( ―) 1 ( ―) 

海 外 計 1 ( ―) 1 ( ―) 

合 計 156 ( 12) 156 ( 13) 
 

（注）  上記のほか、当年度末において海外駐在員事務所を４か所 (前年度末４か所)、付随業務取扱事務
所を１か所 (前年度末１か所)、店舗外現金自動設備を203か所 (前年度末200か所)、株式会社ロー
ソン・エイティエム・ネットワークスとの提携による店舗外現金自動設備を9,712か所 (長野県内
140か所、県外9,572か所)、株式会社セブン銀行との提携による店舗外現金自動設備を16,612か所 
(長野県内421か所、県外16,191か所）それぞれ設置しております。また、店舗出店規制緩和を受け、
窓口営業を行わない法人取引専門営業所を１か所（前年度１か所）設置しております。 

 
  ロ．当年度新設営業所 

該当ありません。 
 

（注）１ 出張所から支店への変更（１か所） 
     三鷹支店（旧 国立出張所） 
   ２ 店舗外現金自動設備の新設（８か所） 

メリーパーク、オリンパス辰野事業場、オリンパスメディカルシステムズ日の出工
場、ツルヤ小布施店、東御市役所、ツルヤ赤穂店、JR上田駅、綿半スーパーセンタ
ー千曲店、 

   ３ 店舗外現金自動設備の廃止（５か所） 
西友南長野店、日本電産サンキョー下諏訪工場、セブンイレブン岡谷川岸店、西友
塩尻野村店、武石ショッピングセンター 
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（5）設備投資の状況 
  イ．設備投資の総額 

(単位：百万円)  
設備投資の総額 3,830 

 
  ロ．重要な設備の新設等 

(単位：百万円)  
内      容 金     額 

事務機器、システム機器の導入・更改等 1,991 

ソフトウェア 1,076 
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（6）重要な親会社及び子会社等の状況 
  イ．親会社の状況 

当行は親会社を有しておりません。 
  ロ．子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設 立
年月日 資本金 

当 行 が 
有 す る 
子会社等 
の 議 決 
権 比 率 

その他

八 十 二 ビ ジ ネ ス 
サ ー ビ ス 株 式 会 社 

長野県長野市大字
中御所字岡田 178
番地８ 

銀 行 業 務 に 係 る
事 務 代 行 業 務

昭和56年
８月１日

百万円 

110 

％ 

100.00 ― 

八 十 二 ス タ ッ フ 
サ ー ビ ス 株 式 会 社 

長野県長野市大字
中御所字岡田 178
番地２ 

銀 行 業 務 に 係 る
労働者の派遣業務

昭和61年
９月11日 20 100.00 ― 

八 十 二 亜 洲 
有 限 公 司 

 
 

（ Hachijuni Asia Limited） 
 

Suites 1503-1504,
The Hong Kong  
Club Building, 
3A Chater Road, 
Central, 
Hong Kong 

投 資 業 務 平成元年
１月25日

1,975 
 

(21,000千米 
ドル ) 

 

100.00 ― 

八十二証券株式会社 長野県上田市常田２ 丁 目 ３ 番 ３ 号
有 価 証 券 の 売 買
有価証券売買の媒介、
取 次 及 び 代 理

昭和24年
５月11日 800 100.00 ― 

や ま び こ 債 権 回 収 
株 式 会 社 

長野県長野市大字
中御所字岡田 178
番地２ 

債 権 管理回収業務 平成12年
６月２日 510 99.00 ― 

八 十 二 リ ー ス 
株 式 会 社 

長野県長野市大字
中 御 所 岡 田 218
番地14 

リ ー ス 業 務 昭和49年６月10日 200 25.75 ― 

株 式 会 社 
八十二ディーシーカード 

長 野 県 長 野 市
南 石 堂 町 1279
番地３ 

クレジットカード業務 昭和57年
８月２日 30 5.00 ― 

八 十 二 信 用 保 証 
株 式 会 社 

長野県長野市大字
中御所字岡田 178
番地２ 

信 用 保 証 業 務 昭和58年12月１日 30 5.00 ― 

八十二システム開発 
株 式 会 社 

長野県長野市大字
南長野西後町1597
番地１ 

シ ス テ ム 開 発 ・
要 員 派 遣 業 務

昭和58年
12月５日 40 5.00 ― 

八 十 二 キ ャ ピ タ ル 
株 式 会 社 

長野県長野市大字
南 長 野 南 石 堂 町
1282番地11 

投 資 業 務 昭和59年９月17日 200 10.00 ― 
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会 社 名 所 在 地 主要業務内容 設 立
年月日 資本金 

当 行 が 
有 す る 
子会社等 
の 議 決 
権 比 率 

その他

八十二オートリース 
株 式 会 社 

長野県長野市大字
中 御 所 岡 田 2 1 8
番地14 

リ ー ス 業 務 平成17年10月３日

百万円 
 

100 

％ 
 

0.00 ― 

 （注）１  八十二亜洲有限公司の資本金換算額は、決算日の為替相場により換算し、単位未満を切り捨て
て表示しております。 
２ 連結対象子会社等は上記11社であります。当期の連結経常収益は162,462百万円、連結当期
純利益は22,151百万円となりました。 

 
 重要な業務提携の概況 
1. 地方銀行64行の提携（略称「ＡＣＳ」）により、現金自動設備の相互利用による現金引出し等
のサービスを提供しております。 

2. 地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系統農
協・信漁連（農林中金、信連を含む）および労働金庫との提携（略称「ＭＩＣＳ」）により、現
金自動設備の相互利用による現金引出し等のサービスを提供しております。 

3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称「ＣＮＳ」）との提
携により、取引先企業との間の総合振込、口座振替、入出金取引明細等のデータ授受サービスを
提供しております。 

4. 株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークスと提携し、共同設置現金自動設備による現
金自動引出し・現金預け入れ等のサービスを提供しております。 

5. 株式会社セブン銀行と提携し、セブン銀行の現金自動設備での現金引出し・現金預け入れ等の
サービスを提供しております。 

6. 当行が開発した共同版システムを、じゅうだん会行（山形銀行、筑波銀行、武蔵野銀行、阿波
銀行、宮崎銀行、琉球銀行）に提供しております。 

7. 株式会社ゆうちょ銀行と提携し、現金自動設備の相互利用による現金引出し・現金預け入れ等
のサービスを提供しております。 

8. 長野県内６信用金庫（アルプス中央信用金庫、飯田信用金庫、上田信用金庫、諏訪信用金庫、
長野信用金庫、松本信用金庫）と提携（名称「ぐるっと信州ネット」）し、現金自動設備の相互
利用による現金引出し等を無料または割引にて利用可能としております。 
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2. 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項 
（1）会社役員の状況 

(年度末現在)  
氏     名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 そ の 他 

山 浦 愛 幸 
取 締 役 頭 取 
（代表取締役） 

監 査 部 
東 京 事 務 所 担 当 

― ― 

中 村  博 

取 締 役 副 頭 取 
（代表取締役） 

人 事 部 
金 融 市 場 部 
秘 書 室 担 当 

― ― 

曲 渕 文 昭 
専 務 取 締 役 
（代表取締役） 

企 画 部 
融 資 統 括 部 担 当 

― ― 

中 島 和 幸 
常 務 取 締 役 
事 務 統 括 部 
シ ス テ ム 部 担 当 

― ― 

水 沢 博 敏 常 務 取 締 役 
融 資 部 担 当 ― ― 

小 松 哲 夫 

常 務 取 締 役 
支 店 支 援 部 
法 人 部 
個 人 部 
市 場 国 際 部 担 当 

― ― 

竹 鼻 賢 一 常 務 取 締 役 
松 本 営 業 部 長 ― ― 

湯 本 昭 一 
常 務 取 締 役 
リ ス ク 統 括 部 
総 務 部 
融資業務センター担当 

― ― 

滝 澤  亮 常 勤 監 査 役 ― ― 

齊  藤  明  雄 常 勤 監 査 役 ― ― 

堀 井 朝 運 監 査 役 （ 社 外 役 員 ） ― ― 

宮 澤 建 治 監 査 役 （ 社 外 役 員 ） ― 弁護士 

門 多  丈 監 査 役 （ 社 外 役 員 ） ― ― 
 
（注） 監査役 堀井朝運、宮澤建治及び門多 丈は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、株式

会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。 
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（2）会社役員に対する報酬等 
(単位：百万円)  

区   分 支給人数（人） 報 酬 等 

取 締 役 8 306  （110）

監 査 役 6 75  （ ―）

計 14 381  （110）
(注)１ ( )は確定金額報酬以外の金額について内書きしております。 
２ 支給人数には当事業年度に退任した１名を含めております。 
３ 取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る業績連動型報酬50百万円及び株式報酬型ストックオプ
ション報酬額60百万円を含めております。 
４ 当行の取締役の報酬につきましては、確定金額報酬、業績連動型報酬、ストックオプション報酬の３
つからなっております。それぞれの報酬額の配分は取締役会の協議に基づき決定しております。 
確定金額報酬は月額25百万円以内、業績連動型報酬は当期純利益を基準として支給すること、スト
ックオプション報酬額につきましては株式報酬型ストックオプションとし、新株予約権を年額100百万
円以内の範囲で割り当てることが株主総会で定められております。 
監査役の報酬につきましては、確定金額報酬からなっております。確定金額報酬額につきましては、
月額８百万円以内とすることが株主総会で定められており、報酬額の配分は監査役の協議に基づき決定
しております。 
 
  

3. 社外役員に関する事項 
（1）社外役員の兼職その他の状況 
 

重要な兼職はありません。 
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（2）社外役員の主な活動状況 
 

氏   名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言 
そ の他の活動状況 

堀 井 朝 運 ９年９ヶ月 
当事業年度に開催した
取締役会19回全てに、
また監査役会15回全て
に出席しました。 

必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から
発言を行っております。 

宮 澤 建 治 ６年９ヶ月 
当事業年度に開催した
取締役会19回全てに、
また監査役会15回全て
に出席しました。 

必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地か
ら発言を行っております。 

門 多  丈 ５年９ヶ月 
当事業年度に開催した
取締役会19回全てに、
また監査役会15回全て
に出席しました。 

必要に応じ、主に国際金融と企業投資に関する
幅広い見識に基づいて発言を行っております。

 
（3）責任限定契約 
 

氏   名 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 

堀 井 朝 運 会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行う
につき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条
第１項に定義される最低責任限度額をもって損害賠償責任の
限度とする契約を締結しております。 

宮 澤 建 治 

門 多  丈 

 
（4）社外役員に対する報酬等 

(単位：百万円)  
 支給人数（人） 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等

報 酬 等 の 合 計 3 16 （―） ― 
(注) ( )は確定金額報酬以外の金額について内書きしております。 
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4. 当行の株式に関する事項 
（1）株  式  数 発行可能株式総数 2,000,000千株
 発行済株式の総数 521,103千株

（注） 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 
 
（2）当年度末株主数  19,278名 
 
（3）大 株 主 
 

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 
当 行への出資状況 

持 株 数 等 持 株 比 率 
千株 ％

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 20,364 4.02 
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 17,000 3.35 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 16,417 3.24 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 12,483 2.46 
信 越 化 学 工 業 株 式 会 社 11,830 2.33 
あ い おいニッセイ同和損害保険株式会社 11,441 2.26 
昭 和 商 事 株 式 会 社 10,001 1.97 
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 9,598 1.89 
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 9,267 1.83 
清 水 建 設 株 式 会 社 7,983 1.57 

 （注）１ 持株数等は千株未満を、持株比率は小数点第３位以下をそれぞれ切り捨てて表示しております。 
２ 持株比率は、持株数を発行済株式数（自己株式を除く）で除して算出しております。 
３ 当行は、平成25年３月31日現在、自己株式を14,922千株保有しておりますが、上記から除外
しております。 
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5. 当行の新株予約権等に関する事項 
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等
を有する者の
人数 

取締役 
(社外役員
を除く) 

(1) 名称 
第１回新株予約権 

(2) 目的となる株式の種類及び数 
普通株式      31,500株 

(3) 新株予約権の行使期間 
平成20年７月29日から平成45年７月28日まで 

(4) 権利行使価額（１株あたり） 
１円 

(5) 権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限
り、新株予約権を行使できるものとする。

   ２名 

(1) 名称 
第２回新株予約権 

(2) 目的となる株式の種類及び数 
普通株式      75,200株 

(3) 新株予約権の行使期間 
平成21年７月28日から平成46年７月27日まで 

(4) 権利行使価額（１株あたり） 
１円 

(5) 権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限
り、新株予約権を行使できるものとする。

   ４名 

(1) 名称 
第３回新株予約権 

(2) 目的となる株式の種類及び数 
普通株式      97,800株 

(3) 新株予約権の行使期間 
平成22年８月３日から平成47年８月２日まで 

(4) 権利行使価額（１株あたり） 
１円 

(5) 権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限
り、新株予約権を行使できるものとする。

   ５名 

(1) 名称 
第４回新株予約権 

(2) 目的となる株式の種類及び数 
普通株式     150,000株 

(3) 新株予約権の行使期間 
平成23年８月９日から平成48年８月８日まで 

(4) 権利行使価額（１株あたり） 
１円 

(5) 権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限
り、新株予約権を行使できるものとする。

   ８名 
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 新株予約権等の内容の概要 

新株予約権等
を有する者の
人数 

取締役 
(社外役員
を除く) 

(1) 名称 
第５回新株予約権 

(2) 目的となる株式の種類及び数 
普通株式     150,000株 

(3) 新株予約権の行使期間 
平成24年８月７日から平成49年８月６日まで 

(4) 権利行使価額（１株あたり） 
１円 

(5) 権利行使についての条件 
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限
り、新株予約権を行使できるものとする。

   ８名 

社外 
取締役 ― ― 

監査役 ― ― 
 
（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 
該当事項はありません。 

 
6. 会計監査人に関する事項 
（1）会計監査人の状況 

(単位：百万円)  
氏 名 又 は 名 称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他 

有限責任監査法人トーマツ 77 
（非監査業務の内容） 

海外活動に関する相談業務 

指定有限責任社員 手 塚 仙 夫  顧客向けセミナー関連業務 

指定有限責任社員 五十幡 理一郎   

指定有限責任社員 杉 田 昌 則   
（注）１ 当行と会計監査人との間の契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監

査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記当該事業年度に係る報酬
等にはこれらの合計額を記載しております。 
２ 当行、子会社及び子法人等が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額は98百万円であります。 
 

（2）会計監査人に関するその他の事項 
  イ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

会計監査人が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査
役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。 
その他の事由等により会計監査人を解任または不再任することが妥当であると当行が判断し
た場合には、株主総会に会計監査人の解任または不再任議案を提出いたします。 

  ロ.八十二亜洲有限公司は、Deloitte Touche Tohmatsuの監査を受けております。 
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7. 業務の適正を確保する体制 
当行が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりで
あります。 

 1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
（1）取締役は、企業価値向上と企業市民としての社会的責任を果たすため、企業統治、企業倫

理、情報開示等にかかる基本原則として「コーポレートガバナンス原則」を定め、法令お
よび定款ならびに｢コーポレートガバナンス原則｣を遵守する。 

（2）取締役会は、取締役会規程に基づき適切な運営を行う。原則として月２回これを開催し、
取締役間の意思疎通をはかるとともに相互に業務執行状況を監督し、適正な業務執行と法
令違反行為の防止・抑制のための体制整備に努める。 

（3）取締役会は､「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、社会良識を備えた企業市民として
の行動規範を遵守し、警察等の外部機関と積極的に連携をしながら、反社会的勢力に対し、
毅然とした態度で関係を遮断するための体制整備に努める。 

 
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
（1）取締役の職務執行に係る情報の保存・管理については、法令等の定めに基づいて文書等を

保存・管理するほか、情報資産保護方針規程等の定めに基づき、適切な保存・管理を行う｡ 
（2）諸規程の適正な運用を図るとともに、新たな情報保存方法・媒体等への対応、漏洩防止対

策の構築など、必要に応じて体制の見直しを図る。 
 
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（1）損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、統合的リスク管理規程により損

失発生のリスクに応じた所管部署を定め、リスクの把握・管理を行う。複数部門にわたる
リスクについては、リスク統括部署において統合的なリスク管理を行う。 

（2）リスクの顕在化、緊急事態等に対しては、統合的リスク管理規程・非常事態対策管理規程
等に基づき、適切に対応する体制の維持・充実を図る。 

（3）新たな損失発生のリスクを監視・抽出するとともに、不測の事態発生時における損害の拡
大を最小限に止めるためのリスク管理体制の構築に努める。 

 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を取締役会規程に

基づき原則として月２回開催し、必要に応じて随時開催する。当行の経営方針および経営
戦略に係る重要事項については、常務取締役以上で構成される経営会議において、事前に
協議を行い、その審議を経て取締役会において執行決定を行う。 

（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、職制規程および職務権限規程等により、業
務所管部署の責任と権限を定め、迅速・着実に執行する。必要に応じて、これらの諸規程
を見直し、効率的な業務執行体制を維持する。 
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5. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
（1）コンプライアンス方針規程にコンプライアンスに関する基本方針を定めるとともに、コン

プライアンス徹底のための行動基準をコンプライアンスマニュアルに定め、当行に勤務す
る全ての者が遵守する。 

（2）常務取締役以上で構成するコンプライアンス・オペレーショナルリスク会議の審議を経て、
年度毎にコンプライアンス・プログラム（コンプライアンス徹底のための実践計画）を取
締役会にて決定し、コンプライアンス体制の維持・充実を図る。 

（3）法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止や既に発生した事態への早期対応を目的
とした社内報告体制を整備し、その適正な運用を図る。 

 
6. 当行ならびに連結子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 
（1）連結子会社を中心とするグループ法人全てにおける企業集団としての業務の適正を確保す

るため、グループ法人管理規程・グループ法人管理基準を定める。 
（2）本規程等に基づき、グループ法人の経営上の重要事項に関する当行への協議および報告を

通じて、連結子会社等の経営管理を行う。 
（3）必要に応じて、本規程等の見直しを行い、八十二銀行グループにおける業務の適正を確保

する体制の充実を図る。 
（4）当行および連結子会社は、財務報告の適切性・信頼性を確保するため、関連法令等に従い、

財務報告に係る内部統制体制を整備する。 
 
7. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項 

（1）執行部門から独立した組織として、監査役会事務局を設置する。 
（2）監査役の職務を補助すべき使用人として、当行使用人のなかから監査役会事務局に補助者

を配属する。 
（3）監査役会事務局の執行部門からの独立性を確保するため、補助者の人事異動、人事評価等

については、監査役の同意を得るものとする。 
 
8. 取締役および使用人の監査役に対する報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制 

（1）取締役および使用人は、監査役会が定める監査役監査基準に基づいて、監査役の職務執行
に必要な報告を行う。 

（2）監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。 
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 第130期末（平成25年３月31日現在）貸借対照表
 (単位：百万円)  科      目 金   額 科      目 金   額 

 
（資 産 の 部） 

現 金 預 け 金 
現 金 
預 け 金 

コ ー ル ロ ー ン 
買 入 金 銭 債 権 
特 定 取 引 資 産 
商 品 有 価 証 券 
特 定 金 融 派 生 商 品 
そ の 他 の 特 定 取 引 資 産 

金 銭 の 信 託 
有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 
株 式 
そ の 他 の 証 券 

貸 出 金 
割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 

外 国 為 替 
外 国 他 店 預 け 
買 入 外 国 為 替 
取 立 外 国 為 替 

そ の 他 資 産 
未 決 済 為 替 貸 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
先 物 取 引 差 金 勘 定 
金 融 派 生 商 品 
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
建 物 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 
リ ー ス 資 産 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 

支 払 承 諾 見 返 
貸 倒 引 当 金 

 

 
339,916 
84,327 
255,588 
22,572 
46,405 
38,992 
2,563 
7,432 
28,996 
29,735 

2,265,619 
1,292,813 
86,036 
249,919 
234,843 
402,006 
4,369,912 
22,184 
238,551 
3,423,018 
686,157 
22,945 
18,130 
3,094 
1,720 
59,249 
420 

16,976 
9,336 

6 
10,217 
14,120 
8,172 
29,422 
9,802 
14,733 
1,889 

9 
2,987 
4,307 
3,598 
81 
626 

43,185 
△ 67,426 

 

（負 債 の 部） 
預 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
特 定 取 引 負 債
特 定 金 融 派 生 商 品

借 用 金
借 入 金

外 国 為 替
外 国 他 店 預 り
外 国 他 店 借
売 渡 外 国 為 替
未 払 外 国 為 替

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
前 受 収 益
給 付 補 塡 備 金
先 物 取 引 差 金 勘 定
金 融 派 生 商 品
リ ー ス 債 務
資 産 除 去 債 務
そ の 他 の 負 債

退 職 給 付 引 当 金
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金
偶 発 損 失 引 当 金
繰 延 税 金 負 債
支 払 承 諾

 
 

5,823,367 
213,610 
2,876,374 
63,016 
18,266 

2,479,565 
34,855 
137,679 
373,267 
29,501 
97,707 
6,774 
6,774 

152,370 
152,370 
2,476 

1 
58 
879 
1,537 
93,755 

6 
4,964 
6,375 
1,772 

9 
1 

34,686 
2,069 
12 

43,858 
12,608 
603 
1,187 
39,822 
43,185 

負 債 の 部 合 計 6,676,629 
（純資産の部） 

資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金
固定資産圧縮特別勘定積立金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
新 株 予 約 権

 
 

52,243 
29,609 
29,609 
334,633 
47,610 
287,022 

860 
50 

257,600 
28,512 
△ 7,209 
409,276 
134,058 
△ 15,330 
118,728 

204 
純 資 産 の 部 合 計 528,208 

資 産 の 部 合 計 7,204,837 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 7,204,837 
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第130期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）損益計算書

(単位：百万円)  科         目 金         額 
経 常 収 益 121,444  
資 金 運 用 収 益 87,707   
貸 出 金 利 息 60,983   
有 価 証 券 利 息 配 当 金 25,955   
コ ー ル ロ ー ン 利 息 27   
預 け 金 利 息 42   
そ の 他 の 受 入 利 息 698   

信 託 報 酬 3   
役 務 取 引 等 収 益 17,022   
受 入 為 替 手 数 料 5,372   
そ の 他 の 役 務 収 益 11,650   

特 定 取 引 収 益 242   
商 品 有 価 証 券 収 益 38   
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 170   
そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 32   

そ の 他 業 務 収 益 8,718   
外 国 為 替 売 買 益 539   
国 債 等 債 券 売 却 益 8,162   
国 債 等 債 券 償 還 益 15   
そ の 他 の 業 務 収 益 0   

そ の 他 経 常 収 益 7,751   
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 259   
償 却 債 権 取 立 益 24   
株 式 等 売 却 益 1,468   
金 銭 の 信 託 運 用 益 3,751   
そ の 他 の 経 常 収 益 2,246   

経 常 費 用 87,968  
資 金 調 達 費 用 8,099   
預 金 利 息 2,643   
譲 渡 性 預 金 利 息 150   
コ ー ル マ ネ ー 利 息 201   
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 188   
借 用 金 利 息 110   
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 4,590   
そ の 他 の 支 払 利 息 213   

役 務 取 引 等 費 用 6,949   
支 払 為 替 手 数 料 1,084   
そ の 他 の 役 務 費 用 5,864   

そ の 他 業 務 費 用 2,741   
国 債 等 債 券 売 却 損 2,681   
金 融 派 生 商 品 費 用 60   

営 業 経 費 60,429   
そ の 他 経 常 費 用 9,747   
貸 出 金 償 却 25   
株 式 等 売 却 損 837   
株 式 等 償 却 1,146   
金 銭 の 信 託 運 用 損 5,468   
そ の 他 の 経 常 費 用 2,269   

経 常 利 益 33,476  
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(単位：百万円) 
科         目 金         額 

特 別 利 益 103  
固 定 資 産 処 分 益 103   

特 別 損 失 681  
固 定 資 産 処 分 損 151   
減 損 損 失 530   

税 引 前 当 期 純 利 益 32,897  
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,496   
法 人 税 等 調 整 額 2,854   
法 人 税 等 合 計 12,351  
当 期 純 利 益 20,546   

 

第130期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）株主資本等変動計算書
（単位：百万円）  

科   目 金   額  
株主資本   
 資本金   
  当期首残高 52,243  
  当期変動額   
   当期変動額合計 ―  
  当期末残高 52,243  
 資本剰余金   
  資本準備金   
   当期首残高 29,609  
   当期変動額   
    当期変動額合計 ―  
   当期末残高 29,609  
  資本剰余金合計   
   当期首残高 29,609  
   当期変動額   
    当期変動額合計 ―  
   当期末残高 29,609  
 利益剰余金   
  利益準備金   
   当期首残高 47,610  
   当期変動額   
    当期変動額合計 ―  
   当期末残高 47,610  
  その他利益剰余金   
   固定資産圧縮積立金   
    当期首残高 877  
    当期変動額   
     固定資産圧縮積立金の取崩 △ 17  
     当期変動額合計 △ 17  
    当期末残高 860  
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（単位：百万円） 
科   目 金   額  

   固定資産圧縮特別勘定積立金   
    当期首残高 ―  
    当期変動額   
     固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 50  
     当期変動額合計 50  
    当期末残高 50  
   別途積立金   
    当期首残高 244,600  
    当期変動額   
     別途積立金の積立 13,000  
     当期変動額合計 13,000  
    当期末残高 257,600  
   繰越利益剰余金   
    当期首残高 24,815  
    当期変動額   
     剰余金の配当 △ 3,815  
     固定資産圧縮積立金の取崩 17  
     固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △ 50  
     別途積立金の積立 △ 13,000  
     当期純利益 20,546  
     自己株式の処分 △ 0  
     当期変動額合計 3,696  
    当期末残高 28,512  
  利益剰余金合計   
   当期首残高 317,903  
   当期変動額   
    剰余金の配当 △ 3,815  
    固定資産圧縮積立金の取崩 ―  
    固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 ―  
    別途積立金の積立 ―  
    当期純利益 20,546  
    自己株式の処分 △ 0  
    当期変動額合計 16,729  
   当期末残高 334,633  
 自己株式   
  当期首残高 △ 5,199  
  当期変動額   
   自己株式の取得 △ 2,014  
   自己株式の処分 3  
   当期変動額合計 △ 2,010  
  当期末残高 △ 7,209  
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（単位：百万円） 
科   目 金   額  

 株主資本合計   
  当期首残高 394,556  
  当期変動額   
   剰余金の配当 △ 3,815  
   当期純利益 20,546  
   自己株式の取得 △ 2,014  
   自己株式の処分 2  
   当期変動額合計 14,719  
  当期末残高 409,276  
評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  当期首残高 73,115  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 60,942  
   当期変動額合計 60,942  
  当期末残高 134,058  
 繰延ヘッジ損益   
  当期首残高 △ 5,916  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 9,413  
   当期変動額合計 △ 9,413  
  当期末残高 △ 15,330  
 評価・換算差額等合計   
  当期首残高 67,199  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 51,528  
   当期変動額合計 51,528  
  当期末残高 118,728  
新株予約権   
 当期首残高 144  
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 60  
  当期変動額合計 60  
 当期末残高 204  
純資産合計   
 当期首残高 461,900  
 当期変動額   
  剰余金の配当 △ 3,815  
  当期純利益 20,546  
  自己株式の取得 △ 2,014  
  自己株式の処分 2  
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 51,589  
  当期変動額合計 66,308  
 当期末残高 528,208  
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第130期末（平成25年３月31日現在）連結貸借対照表

 
(単位：百万円)  科   目 金   額 科   目 金   額 

（資 産 の 部） 

現 金 預 け 金 
コールローン及び買入手形 
買 入 金 銭 債 権 
特 定 取 引 資 産 
金 銭 の 信 託 
有 価 証 券 
貸 出 金 
外 国 為 替 
リース債権及びリース投資資産 
そ の 他 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
その他の有形固定資産 
無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 
その他の無形固定資産 
繰 延 税 金 資 産 
支 払 承 諾 見 返 
貸 倒 引 当 金 
投 資 損 失 引 当 金 

 

346,224 
22,572 
46,405 
39,379 
29,735 

2,274,684 
4,316,284 
22,945 
56,535 
89,111 
35,431 
10,388 
15,096 

59 
9 

9,877 
4,817 
4,174 
642 
3,422 
43,185 

△ 75,755 
△ 0 

（負 債 の 部） 
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー及び売渡手形
債券貸借取引受入担保金
特 定 取 引 負 債
借 用 金
外 国 為 替
そ の 他 負 債
退 職 給 付 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
特 別 法 上 の 引 当 金
繰 延 税 金 負 債
支 払 承 諾

 
 

5,808,637 
372,257 
29,501 
97,707 
6,774 

161,496 
2,476 

112,995 
14,920 
603 
1,187 

7 
39,989 
43,185 

負 債 の 部 合 計 6,691,740 
（純資産の部） 

資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
為 替 換 算 調 整 勘 定
その他の包括利益累計額合計
新 株 予 約 権
少 数 株 主 持 分

 
 

52,243 
29,674 
346,651 
△ 7,209 
421,358 
134,197 
△ 15,330 
△ 824 
118,042 

204 
23,632 

純 資 産 の 部 合 計 563,238 
資 産 の 部 合 計 7,254,978 負債及び純資産の部合計 7,254,978 
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第130期（ 平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）連結損益計算書

(単位：百万円)  
科   目 金   額

経 常 収 益    162,462  
資 金 運 用 収 益  88,129    
貸 出 金 利 息 61,140   
有 価 証 券 利 息 配 当 金 26,151   
コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 27   
預 け 金 利 息 44   
そ の 他 の 受 入 利 息 766   

信 託 報 酬  3    
役 務 取 引 等 収 益  20,680    
特 定 取 引 収 益  1,215    
そ の 他 業 務 収 益  44,643    
そ の 他 経 常 収 益  7,790    
償 却 債 権 取 立 益  35    
そ の 他 の 経 常 収 益  7,754    

経 常 費 用    122,629  
資 金 調 達 費 用  8,190    
預 金 利 息 2,635   
譲 渡 性 預 金 利 息 150   
コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 201   
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 188   
借 用 金 利 息 196   
そ の 他 の 支 払 利 息 4,816   

役 務 取 引 等 費 用  5,824    
そ の 他 業 務 費 用  33,189    
営 業 経 費  65,200    
そ の 他 経 常 費 用  10,224    
貸 倒 引 当 金 繰 入 額  299    
そ の 他 の 経 常 費 用 9,925   

経 常 利 益 39,832  
特 別 利 益    104  

固 定 資 産 処 分 益  103    
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額 1   

特 別 損 失    687  
固 定 資 産 処 分 損  156    
減 損 損 失  530    

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 39,249  
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  12,465    
法 人 税 等 調 整 額  2,251    
法 人 税 等 合 計    14,717  
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益    24,531  
少 数 株 主 利 益    2,380  
当 期 純 利 益    22,151  
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第130期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）連結株主資本等変動計算書

 
（単位：百万円）  科   目 金   額  

株主資本 
 資本金   
  当期首残高 52,243  
  当期変動額   
   当期変動額合計 ―  
  当期末残高 52,243  
 資本剰余金   
  当期首残高 29,674  
  当期変動額   
   当期変動額合計 ―  
  当期末残高 29,674  
 利益剰余金   
  当期首残高 328,316  
  当期変動額   
   剰余金の配当 △ 3,815  
   当期純利益 22,151  
   自己株式の処分 △ 0  
   当期変動額合計 18,334  
  当期末残高 346,651  
 自己株式   
  当期首残高 △ 5,199  
  当期変動額   
   自己株式の取得 △ 2,014  
   自己株式の処分 3  
   当期変動額合計 △ 2,010  
  当期末残高 △ 7,209  
 株主資本合計   
  当期首残高 405,034  
  当期変動額   
   剰余金の配当 △ 3,815  
   当期純利益 22,151  
   自己株式の取得 △ 2,014  
   自己株式の処分 2  
   当期変動額合計 16,323  
  当期末残高 421,358  
その他の包括利益累計額   
 その他有価証券評価差額金   
  当期首残高 73,202  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60,994  
   当期変動額合計 60,994  
  当期末残高 134,197  
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（単位：百万円）  科   目 金   額  
 繰延ヘッジ損益   
  当期首残高 △ 5,916  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 9,413  
   当期変動額合計 △ 9,413  
  当期末残高 △ 15,330  
 為替換算調整勘定   
  当期首残高 △ 1,016  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 192  
   当期変動額合計 192  
  当期末残高 △ 824  
 その他の包括利益累計額合計   
  当期首残高 66,269  
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,773  
   当期変動額合計 51,773  
  当期末残高 118,042  
新株予約権   
 当期首残高 144  
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60  
  当期変動額合計 60  
 当期末残高 204  
少数株主持分   
 当期首残高 21,195  
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,437  
  当期変動額合計 2,437  
 当期末残高 23,632  
純資産合計   
 当期首残高 492,643  
 当期変動額   
  剰余金の配当 △ 3,815  
  当期純利益 22,151  
  自己株式の取得 △ 2,014  
  自己株式の処分 2  
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 54,270  
  当期変動額合計 70,594  
 当期末残高 563,238  
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 会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成25年５月８日 
株式会社 八 十 二 銀 行 
 
 取 締 役 会     御 中 
 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ
 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 手 塚 仙 夫㊞

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 五 十 幡 理 一 郎㊞

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 田 昌 則㊞

 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社八十二銀行の平成24年４月
１日から平成25年３月31日までの第130期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属
明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監
査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明
細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効
性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含ま
れる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上 
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 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成25年５月８日 
株式会社 八 十 二 銀 行 
 
 取 締 役 会     御 中 
 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ
 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 手 塚 仙 夫㊞

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 五 十 幡 理 一 郎㊞

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 田 昌 則㊞

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社八十二銀行の平成24年４月１日か
ら平成25年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書
類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、株式会社八十二銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上 



 
03_0693301102506.docx 
㈱八十二銀行様 招集 2013/05/11 6:48:00印刷 12/13 
 

― 34 ― 

 監査役会の監査報告書 謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第130期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。 

 
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
  監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。 
  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い
たしました。 
  なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部
統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について
検討いたしました。 
  さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づ
き、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
2. 監査の結果 
 (1) 事業報告等の監査結果 
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。 
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。 
三 内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む）の内容は相当であ
ると認めます。 
  また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 (3) 連結計算書類の監査結果 
 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 
   平成25年５月10日 

株式会社 八 十 二 銀 行 監 査 役 会  
常勤監査役 滝 澤   亮 ㊞ 
常勤監査役 齊 藤 明 雄 ㊞ 
社外監査役 堀 井 朝 運 ㊞ 
社外監査役 宮 澤 建 治 ㊞ 
社外監査役 門 多   丈 ㊞ 
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＜ご参考＞ 
 

第130期末信託財産残高表 
 

（平成25年３月31日現在） 
 

(単位：百万円)  
資   産 金 額 負   債 金 額 

有 価 証 券 303 金 銭 信 託 528 

信 託 受 益 権 207   

現 金 預 け 金 17   

合   計 528 合   計 528 
 
（注）  共同信託他社管理財産はございません。 
（付）  元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳は該当がありま

せん。 
（備考） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 
 第１号議案 剰余金の処分の件 

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じ
ます。 

       １．期末配当に関する事項 
 配当金につきましては、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、
安定配当に加え、業績連動型配当を実施することを基本方針としてお
ります。 
 当期の期末配当につきましては、１株につき４円50銭の普通配当に、
創立82周年記念配当２円を加え、１株につき合計６円50銭といたした
いと存じます。なお、中間配当金３円50銭と合わせた年間配当金は、
10円であります。 
（1）配当財産の種類 
  金銭 
（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項および総額 
  当行普通株式  １株につき６円50銭 
  配当総額     3,290,178,190円 
（3）剰余金の配当が効力を生じる日 
  平成25年６月24日 

       ２．剰余金の処分に関する事項 
 将来に備え企業体質を強化するため、繰越利益剰余金160億円を取
崩し、別途積立金として計上するものであります。 
（1）増加する剰余金の項目およびその金額 
  別途積立金     16,000,000,000円 
（2）減少する剰余金の項目およびその金額 
  繰越利益剰余金   16,000,000,000円 
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 第２号議案 定款一部変更の件 
１．変更の理由 

社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分
に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定により、定款第
29条（社外取締役の責任限定契約）の規程を新設するものです。なお、
定款第29条の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。 

２．変更の内容 
変更の内容は次のとおりであります。 

 
（下線部分は変更箇所を示しています）  

現  行  定  款 変    更    案 
第１条～第28条 （条文省略） 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 

第１条～第28条 （現行どおり） 
 
（社外取締役の責任限定契約） 
第29条 当銀行は、社外取締役との間

で、会社法第423条第１項の賠
償責任について、法令に定める
要件に該当する場合には、賠償
責任を限定する契約を締結する
ことができる｡ 
ただし、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令の定める
最低責任限度額とする。 
 

第29条～第44条 （条文省略） 第30条～第45条 （現行どおり） 
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 第３号議案 取締役７名選任の件 
取締役のうち、曲渕文昭、中島和幸、小松哲夫、竹鼻賢一、湯本昭一の
５名は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたし、また、水沢
博敏は本定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任いたします。さらに、
経営体制の一層の強化を図るため社外取締役１名を選任いたしたいと存じ
ます。これに伴い取締役７名の選任をお願いするもので、候補者は次のと
おりであります。 

取 締 役 候 補 者 
 
候補者 
番 号 

氏    名 
（生 年 月 日） 

略         歴
（当行における地位および担当、重要な兼職の状況） 

候補者の有する
当行の株式数

１ 
曲
まがり

 渕
ぶち

 文
ふみ

 昭
あき

 
 

（昭 和 29 年
10月30日生） 

 

昭和53年４月 当行入行
平成12年２月 当行小布施支店長、引続き

東京事務所長、南松本支店
長、リスク統括部長 

平成19年６月 当行執行役員本店営業部長 
平成20年６月 当行常務執行役員本店営業

部長 
平成21年６月 当行常務取締役 

人事部、金融市場部、東京
事務所 担当 

平成23年６月 当行専務取締役 
企画部、融資統括部 担当 
現在に至る

49,018株 

２ 
小
こ

 松
まつ

 哲
てつ

 夫
お

 
 

（昭 和 29 年
１月５日生） 

 

昭和51年４月 当行入行
平成９年６月 当行須坂駅前支店長、引続

き飯田支店副支店長、青山
支店長、昭和通営業部長、
大宮支店長 

平成19年６月 当行執行役員大宮支店長 
平成20年６月 当行常務執行役員東京営業

部長 
平成23年６月 当行常務取締役 

支店支援部、法人部、個人
部、市場国際部 担当 
現在に至る

15,666株 

３ 
竹
たけ

 鼻
はな

 賢
けん

 一
いち

 
 

（昭 和 30 年
３月13日生) 

 

昭和53年４月 当行入行
平成11年６月 当行浅川若槻支店長、引続

き松本営業部営業二部長、
飯山支店長、融資部付、融
資部、東京営業部営業一部
長 

平成20年６月 当行執行役員支店支援部長 
平成23年６月 当行常務取締役松本営業部

長 
現在に至る

23,659株 
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候補者 
番 号 

氏    名 
（生 年 月 日） 

略         歴
（当行における地位および担当、重要な兼職の状況） 

候補者の有する
当行の株式数

４ 
湯
ゆ

 本
もと

 昭
しょう

 一
いち

 
 

（昭 和 31 年
７月９日生） 

 

昭和55年４月 当行入行
平成12年６月 当行中野西支店長、引続き

下諏訪支店長、名古屋支店
長、金融市場部長 

平成20年６月 当行執行役員金融市場部長 
平成21年６月 当行常務執行役員本店営業

部長 
平成23年６月 当行常務取締役 

リスク統括部、総務部、融
資業務センター 担当 
現在に至る

28,666株 

５ 
太
おお

 田
た

 英
ひで

 行
ゆき

 
 

（昭 和 30 年
10月14日生) 

 

昭和54年４月 当行入行
平成12年６月 当行県庁内支店長、引続き

松本営業部営業二部長、上
田東支店長、総務部長、上
田支店長 

平成21年６月 当行執行役員上田支店長 
平成23年６月 当行執行役員飯田支店長 

現在に至る

16,386株 

６ 
小
こ

 池
いけ

 輝
てる

 幸
ゆき

 
 

（昭 和 32 年
３月18日生） 

 

昭和54年４月 当行入行
平成13年６月 当行伊那北支店長、引続き

岡谷東支店長、大阪支店
長、融資統括部長 

平成20年６月 当行執行役員融資統括部長 
平成21年６月 当行執行役員融資部長 
平成23年６月 当行常務執行役員東京営業

部長 
現在に至る

17,164株 

７ 
草
くさ

 間
ま

 三
さぶ

 郎
ろう

 
 

（昭 和 14 年
10月12日生） 

 

昭和38年４月 株式会社諏訪精工舎（現セ
イコーエプソン株式会社）
入社 

平成２年６月 同社取締役 
平成６年６月 同社常務取締役 
平成８年６月 同社専務取締役 
平成９年４月 同社代表取締役副社長 
平成13年４月 同社代表取締役社長 
平成17年４月 同社代表取締役会長 
平成19年６月 同社取締役会長 
平成20年６月 同社相談役 

現在に至る

― 

 
（注）１．社外取締役候補者の草間三郎氏については、当行から住宅ローンの借入がございます。 

２．その他の候補者と当行の間に特別の利害関係はありません。 
３．草間三郎氏は、社外取締役候補者であります。 
４．草間三郎氏については、同氏のこれまでの経営者としての長年の経験および幅広く高度
な経営についての見識を生かし、当行の経営において多様な視点から意見をいただくこ
とができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。 
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５．草間三郎氏が社外取締役に選任された場合は、「第２号議案 定款一部変更の件」が承
認可決されることを条件として、同氏と当行とは、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 

６．草間三郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、
独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 

以 上 
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＜インターネット等による議決権行使のお手続きについて＞ 

 
 インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、
行使していただきますようお願い申しあげます。 
 当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネット等による議
決権行使のお手続きはいずれも不要です。 
 

記 
1. 議決権行使サイトについて 
（1）インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携

帯電話（ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当行の指定する
議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくこ
とによってのみ実施可能です｡（ただし、毎日午前２時から午前５時まで
は取り扱いを休止します｡） 
※ ｢ⅰモード」は(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ､「EZweb」は

KDDI(株)､ ｢Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。 
（2）パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続

にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを
設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主さまのイン
ターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。 

（3）携帯電話による議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのい
ずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗
号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応
しておりません。 

（4）インターネットによる議決権行使は、平成25年６月20日（木曜日）の午
後５時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な
点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。 

 
2. インターネットによる議決権行使方法について 
（1）議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用

紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、
画面の案内に従って賛否をご入力ください。 
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（2）株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行
使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイ
ト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承く
ださい。 

（3）株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」を
ご通知いたします。 

 
3． 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い 
（1）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インタ

ーネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます
のでご了承ください。 

（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に
行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフ
ォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された
内容を有効とさせていただきます。 

 
4． 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 
（1）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接

続料金・電話料金等）は、株主さまのご負担となります。 
（2）携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による

料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。 
 
5. 議決権電子行使プラットフォームについて 

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます｡）につきま
しては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を
事前に申し込まれた場合には、電磁的方法による議決権行使の方法として、
当該議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。 

 

以 上    

＜システム等に関するお問い合わせ先＞
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 

・ 電  話 0120－173－027（通話料無料） 
・ 受付時間 9：00～21：00
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株主総会会場ご案内図 
 

会場 長野市大字中御所字岡田178番地８ 
八十二銀行本店 ３階 大会議室 
電話026－227－1182（代表） 

 

 

 
JR長野駅善光寺口より徒歩約10分 
 

 


